
- 1 - 

 

 図書の記号・番号 工業 769 

番号 
訂正箇所 

原   文 訂 正 文 
ページ 行 

1 7 表 1 

⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 85 表 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

 

 

図 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業法，不動産鑑定士法，土地家屋調査士法 宅地建物取引業法，不動産鑑定評価法，土地家屋調査士法 

番号 4 



- 2 - 

 

 図書の記号・番号 工業 769 

番号 
訂正箇所 

原   文 訂 正 文 
ページ 行 

4 85 

 

 

 

 

 

 

 

107 

図 2 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （番号 3に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 85 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

 

98 

図 2 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

表 4 

ﾀｲﾄﾙ 

 

 

 

 

コラム 

右段 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挿入 

挿入 



- 3 - 

 

 図書の記号・番号 工業 769 

番号 
訂正箇所 

原   文 訂 正 文 
ページ 行 

6 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

13 

 

 

 

15 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

側注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  主要構造部のうち，

ほかに延焼しない区画内

に設けられ，火災時の損

傷を許容する部材以外の

もの。 
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建築物の部分などについて 
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 なお，建築物の部分を火熱遮断壁等 で区画した場合，それぞれの

部分を別の建築物とみなして本規定を適用する(法 27 条 4 項)。 

  延焼を遮断できる高

い耐火性能を有する壁等

(令 109 条の 8)。 
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 また，3 000 m2を超える大規模建築物については，壁，柱等及び防

火設備を通常の火災時における火熱が当該建築物の周囲に防火上有害

な影響を及ぼすことを防止するために必要な性能としなければならな

い(法 21 条 2 項, 令 109 条の 7)。 

 なお，火熱遮断壁等 で区画した場合，それぞれの部分を別の建築

物とみなしてこれらの規定を適用する(法 21条 3項，令 109条の 8)。 

 

 なお，ほかの部分と防火壁等で有効に区画された部分(特定部分)の

うち，耐火建築物や準耐火建築物相当の部分には，1 000 m2以内ごと

の区画は不要である(法 26 条 2 項)。 
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1.5 時間の非損傷性能 
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 なお，火熱遮断壁等 で区画された場合は，それぞれの部分を別の建築

物とみなして本規定を適用する(法 61 条 2 項)。 

削除 

しい地域の規制を受ける(法 65 条)。たとえば，ある建築物が防火地

域と準防火地域にまたがる場合，原則的に防火地域に関する規定を受

ける。ただし，準防火地域内の建築物の部分について，防火壁で区画

をした場合は，図2(a)に示すように，①の部分は準防火地域の規制を

守ればよい。建築物が防火地域と地域指定なし，準防火地域と地域指

定なしの区域にまたがる場合も同様である(図 2(b)，(c))。 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

削除 

削除 

挿入 削除 

削除 

② 工事に着手する前の建築確認の申請と確認済証の取得 。 

③ 建築物の使用開始前の中間検査および完了検査,検査済証の取得 。 

 なお，建築物省エネ法に基づく特定建築物の新築，増築および改築 

を行おうとする場合などには，所管行政庁または登録建築物エネルギ 

ー消費性能判定機関による適合性判定を受け，建築確認のさいに適合 

判定通知書を提出しなければならない 。 
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建築主事または建築副主事 は， 

  本書では，建築主事

または建築副主事を指す

とき「建築主事等」と表

記する。 

挿入 
 建築副主事は，大規模建築物以外の建築物を担当するために，必要 

に応じて置かれる(法 4 条 7 項)。 

建築主事等を置く市区町村 



- 15 - 

 

 図書の記号・番号 工業 769 

番号 
訂正箇所 

原   文 訂 正 文 
ページ 行 

23 

続

き 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

側注 

 

 

 

 

5 

 

 

 

21 

 

 

 

 

12 

 

 

 

側注① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築主事等が行った 

                     確認検査員または副確 

認検査員 が置かれる。 

  大規模建築物以外の

建築物を担当する。 
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工事の着手前に，建築主事等または 

削除 

削除 

                          建築主事等 

または指定確認検査機関 
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        建築主事等または指

定確認検査機関は， 

建築主事等によって行われる 

                           建築主事 

等または指定確認検査機関に提出する 

  建築主事等または確

認検査員，副確認検査員

が確認審査を行うこと

で， 

削除(番号 25) 

削除(番号 25) 

 建築主事等または指定確認検査機関が建築確 

認のときに審査する法令は， 
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建築主事等または指定確認検査機関が 

建築主事等または指定確認検査機関は， 

建築主事等を経由して， 

建築主事等または建築監視員は， 
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建築主事等や特定行政庁の命令 

            建築主 

事等または指定確認検査機関の検 

査を 

建築主事等または指定確認検査機 

関の中間検査を受ける必要がある。 

建築主事等または指定確認検査機関に検査を申請 

          建築主事等または 

指定確認検査機関は， 

建築主事等または指定確認検査機関に 

          建

築主事等または指定確認

検査機関が行う 
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定め，不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定評価法)は不動産の

鑑定評価を行う不動産鑑定士と不動産鑑定業について定めている。 
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